
2019 年 10 月に消費税が 8％から 10％に引き上げられます。それに伴い、一定の性能を有す
る住宅を所得する者に対して、様々な商品等と交換ができるポイントを発行します。エコリ
フォームについて、また、ポイントについての説明を弊社リフォーム例と一緒にご説明させ
ていただきます。

komatsu-style

申し込み

参加時間

参加人数

代表者名

連絡先 当イベントについて
確認のご連絡等をさ
せていただきます。

大人　　　人　　子供　　　人

説　明　会　１３:３０～１５:００
個別相談会　１５:００～１７:００

希望する方に〇をつけてください

「LINE@」や HP内「お問い合わせ」
でも参加申し込み可能です。その
際は左の内容について記入漏れの
無いようお願いいたします。

〒052-0026　北海道伊達市錦町 105 番地
tel:0142-23-2043 fax:0142-23-4545
mail:otoiawase@komatsukensetsu.co.jp

弊社 HP
OR コード

説　明　会　１３:３０～１５:００
個別相談会　１５:００～１７:００2月 24 日 ( 日 )

大町モデルハウス 伊達市大町 20-33

電話・ファックス・メール等

リフォーム予定の図面 お持ちいただけますとスムーズなご提案ができます

【次世代住宅ポイント制度】について

契　約　2019 年 4月～ 2020 年 3月に請負契約・着工をしたもの

引渡し　2019 年 10 月以降に引渡したもの
2018 年 12 月 21 日～ 2019 年 3月に請負契約を締結するものであっても、着工が 2019 年 10 月～ 2020 年 3月となるものは特例的に対象とする

発行ポイント数：1 戸あたり上限 30万ポイント

　①窓・ドアの断熱改修　②外壁、屋根・天井または床の断熱改修
　③エコ住宅設備の設置　④耐震改修　⑤バリアフリー改修等・・・・

対象期間

※ただし、若者 (40 歳未満の世帯）・子育て世帯 (18 歳未満の子を有する世帯）によるリフォームの場合は上限を引き上げ

ポイントの交換対象商品
　「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資
　する商品等
上記のような内容を説明させていただきます。当日は実際のリフォーム内容や、弊社で可能な断熱改修など、
事例も交えてお話させていただきます。また、新築も対象となりますので、ご興味のある方は是非お問い合
わせください。皆様のお越しをお待ちしております。


